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平成17年 5月13日（金曜日） 秋　　田　　県　　公　　報 第1674号

告
　
示

◯
議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一

項
及
び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
額
の
一
部
改
正
（
四
八
二
・

人
事
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
事
業
の
廃
止
（
四
八
三
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
１

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
医
療
機
関
の
指
定
（
四
八
四
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
生
活
保
護
法
に
よ
る
施
術
者
の
指
定
（
四
八
五
・
福
祉
政
策
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
２

◯
麻
し
ん
及
び
日
本
脳
炎
予
防
接
種
を
行
う
医
師
の
辞
退
（
四
八
六
・
健
康
対
策
課
）
…
…
…
…
３

◯
道
路
の
供
用
開
始
（
四
八
七
・
道
路
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

公
　
告

◯
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
の
届
出
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
山
本
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
県
営
土
地
改
良
事
業
工
事
の
完
了
（
仙
北
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
３

◯
市
町
村
営
土
地
改
良
事
業
の
施
行
の
同
意
（
平
鹿
地
域
振
興
局
農
林
部
）
…
…
…
…
…
…
…
…
３

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
二
号

議
会
の
議
員
そ
の
他
非
常
勤
の
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
及

び
第
五
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
が
定
め
る
額
（
平
成
四
年
秋
田
県
告
示
第
五
百
九
十

二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
表
の
規
定
は
、
平
成
十
七
年
四
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た

る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償

基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日

前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に

よ
る
。平

成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

１

告
　
　
　
　
　
　
示

ペ
ー
ジ

年
　
　
齢
　
　
階
　
　
層

二
十
歳
未
満

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

七
十
歳
以
上

最
　
低
　
限
　
度
　
額

四
、
三
一
三
円

五
、
一
五
〇
円

五
、
九
七
九
円

六
、
七
〇
一
円

七
、
一
九
三
円

七
、
三
〇
九
円

七
、
一
六
四
円

六
、
六
二
二
円

六
、
一
二
七
円

四
、
三
七
〇
円

四
、
一
六
〇
円

四
、
一
六
〇
円

最
　
高
　
限
　
度
　
額

一
三
、
三
〇
一
円

一
三
、
三
〇
一
円

一
三
、
三
六
七
円

一
六
、
五
六
二
円

一
九
、
五
五
三
円

二
一
、
九
二
六
円

二
三
、
一
八
四
円

二
三
、
六
〇
九
円

二
三
、
六
〇
七
円

二
〇
、
六
四
八
円

一
四
、
三
六
六
円

一
三
、
三
〇
一
円
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秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
施
術
者
を
次
の
と
お
り
指
定

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助

の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一

お
り
指
定
医
療
機
関
か
ら
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
二
号
の

規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
二
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

２

名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
称

長
沼
医
院

広
小
路
薬
局

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

長
　
沼
　
康
　
博

有
限
会
社
　
エ
ム
エ
ス
商
事
　
代

表
取
締
役

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

男
鹿
市
船
越
字
本
町
十
三
番
地
五

大
仙
市
刈
和
野
字
清
光
院
後
四
十
二
番
地
の
二
十
六

廃
　
止
　
年
　
月
　
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

名
　
　
　
　
　
称

イ
オ
ン
ス
ー
パ
ー
セ
ン
タ
ー
本

荘
店
薬
局

広
小
路
薬
局

所
　
　
　
　
　
　
在
　
　
　
　
　
　
地

本
荘
市
石
脇
字
田
中
百
三
十
八
番
地

大
仙
市
刈
和
野
字
清
光
院
後
四
十
二
―
二
十
六

診
　
療
　
科
　
名

調
剤
薬
局

調
剤
薬
局

指

定

年

月

日

平
成
十
六
年
十
月
一
日

平
成
十
七
年
四
月
一
日

開
設
者
氏
名
又
は
名
称

イ
オ
ン
株
式
会
社
　
代
表

執
行
役

有
限
会
社
　
サ
ト
ウ
フ
ァ

ー
マ
シ
ー
　
代
表
取
締
役

氏
　
　
　
名

門
　
田
　
　
　
充

住
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
字
家
の
後
百
十
三

施
術
所
の
名
称

門
田
整
骨
院

施
　
術
　
所
　
の
　
所
　
在
　
地

山
本
郡
藤
里
町
藤
琴
字
家
の
後
百
十
三

業
務
の
種
類

柔

道

整

復

指

定

年

月

日

平
成
十
七
年
一
月
四
日
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秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
六
号

各
市
町
村
長
が
予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
行
う
麻
し
ん
予
防
接
種
及
び
日
本
脳
炎
予
防
接
種
に
つ
い
て
は
、
次
の
医
師
か
ら
当
該
業
務
を
行

う
こ
と
に
つ
い
て
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
予
防
接
種
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
百
九
十
七

号
）
第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お

り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
供
用
開
始
の
区
間

二
　
供
用
開
始
の
期
日
　
平
成
十
七
年
五
月
十
六
日

三
　
供
用
開
始
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
を
縦
覧
す
る
場
所
及
び
期
間

（一）

場
所
　
建
設
交
通
部
道
路
課

（二）

期
間
　
平
成
十
七
年
五
月
十
三
日
か
ら
同
月
二
十
六
日
ま
で

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

二
ツ
井
町
長
か
ら
土
地
改
良
事
業
（
小
掛
七
折
地
区
基
盤
整
備
促
進
事
業
）
に
係
る
工
事
が
平
成
十

七
年
四
月
六
日
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

次
の
県
営
土
地
改
良
事
業
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法

（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
下
漆
原
地
区
た
め
池
等
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
七
年
三
月
二
十
三
日

二
　
県
営
土
地
改
良
事
業
（
芹
沢
地
区
土
地
改
良
総
合
整
備
事
業
）

完
了
年
月
日
　
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日

県
営
土
地
改
良
事
業
（
角
間
川
地
区
担
い
手
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
に
つ
き
、
そ
の
工
事
を
平
成

十
六
年
三
月
二
十
九
日
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第

百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
九
十
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
鹿
町
か
ら
協
議
が
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
（
平
鹿
地

区
む
ら
づ
く
り
交
付
金
事
業
）
の
施
行
に
つ
い
て
、
平
成
十
七
年
五
月
六
日
同
意
し
た
の
で
、
同
法

第
九
十
六
条
の
二
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
七
年
五
月
十
三
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

公
　
　
　
　
　
　
告

３

医
師
氏
名

小
　
泉
　
　
　
林

医
療
機
関
名

小
泉
医
院

所
　
在
　
地

秋
田
市
土
崎
港
中
央

四
丁
目
十
番
十
八
号

予
防
接
種
を
行
う
主
た
る
場
所

辞

退

年

月

日

平
成
十
七
年
四
月
十
八
日

道
路
の
種
類

県

道

路
　
線
　
名

能
代
五
城
目
線

区
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
間

山
本
郡
山
本
町
森
岳
字
長
田
七
二
番
一
地
先
か
ら

字
岩
瀬
一
九
〇
番
一
地
先
ま
で
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